
（別紙２） 
 

 

医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置について 
 

１ 改正の趣旨  

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険

薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対す

る加算について、特例措置を講ずることとする。（令和５年 12 月 23 日 中医

協答申） 

 

２ 改正の概要 

(１)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、一般名処方を推進することに

より、保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できる

ことで、患者に適切に医薬品を提供する観点から、医療機関の処方に関する

「一般名処方加算」の評価を見直す。 

 

(２)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、入院患者への医薬品提供に関

する「後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りな

がら、医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価を見直す。 

 

(３)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、診療所の院内処方に関する

「外来後発医薬品使用体制加算」について、後発医薬品の使用促進を図りな

がら、医薬品の安定供給に資する取組を実施する場合の評価を見直す。 

 

(４)  医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、地域医療への貢献の観点か

ら、薬局での調剤に関する「地域支援体制加算」について、後発医薬品の使

用促進を図りながら、保険薬局が地域において協力しつつ医薬品の安定供給

に資する取組を実施する場合の要件及び評価を見直す。 

 

(５) 上記特例措置については、令和５年４月から 12 月まで（９か月間）時

限的に適用する。 

 

※ 算定に必要な要件については、関係告示及び「医療情報・システム基盤整

備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、

一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」（令和５年１月 31

日付け保医発 0131 第５号）を参照すること。 


